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近
、「
ふ
る
さ
と
納
税
」
が
テ

レ
ビ
や
雑
誌
な
ど
で
数
多
く

取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
ふ
る
さ
と
納
税
と
は
、
任
意
の
地
方

自
治
体
へ
の
寄
附
に
つ
き
、
所
得
税

（
国
税
）
の
寄
附
金
控
除
（
所
得
控

除
）
と
個
人
住
民
税
（
地
方
税
）
の
寄

附
金
税
額
控
除
を
受
け
ら
れ
る
制
度
で

あ
る
。

　
寄
附
金
額
が
一
定
限
度
に
達
す
る
ま

で
は
、
所
得
控
除
に
よ
る
所
得
税
の
減

少
分
と
住
民
税
の
税
額
控
除
の
合
計
が

寄
附
金
額
か
ら
２
０
０
０
円
を
引
い
た

金
額
と
な
る
。
よ
っ
て
、
実
質
的
に
自

己
負
担
２
０
０
０
円
で
任
意
の
地
方
自

治
体
に
寄
附
を
行
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
寄
附
者
に
対
し
て
特
産
品
を
提
供
す

る
自
治
体
も
あ
り
、
市
価
換
算
で
実
質

自
己
負
担
額
の
２
０
０
０
円
を
上
回
る

価
値
の
特
産
品
を
手
に
で
き
る
場
合
も

あ
る
こ
と
が
人
気
の
一
因
の
よ
う
だ
。

　
今
年
１
月
か
ら
、
実
質
自
己
負
担
２

０
０
０
円
で
寄
附
を
行
え
る
上
限
額
が

拡
大
さ
れ
た
。
ま
た
、
従
来
は
確
定
申

告
が
必
須
だ
っ
た
が
、
今
年
４
月
か
ら

は
「
ふ
る
さ
と
納
税
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
特

例
制
度
」
が
導
入
さ
れ
た
。
年
収
２
０

０
０
万
円
以
下
の
給
与
所
得
者
な
ど
は
、

こ
の
制
度
を
利
用
す
れ
ば
確
定
申
告
を

す
る
こ
と
な
く
、
ふ
る
さ
と
納
税
が
で

き
る
。

　
こ
の
「
特
例
」
を
利
用
す
る
と
、
ふ

る
さ
と
納
税
を
し
て
も
所
得
税
額
は
変

わ
ら
な
い
。
代
わ
り
に
、
所
得
税
か
ら

控
除
す
る
は
ず
だ
っ
た
分
を
、
寄
附
者

の
住
む
住
民
税
所
得
割
か
ら
差
し
引
く
。

結
果
、
住
ん
で
い
る
自
治
体
へ
の
納
税

額
は
い
っ
そ
う
減
少
し
、
最
大
で
住
民

税
所
得
割
額
の
35
％
超
と
な
る
。

　
現
在
の
と
こ
ろ
、
ふ
る
さ
と
納
税
は

寄
附
金
を
多
く
受
け
入
れ
て
い
る
「
増

収
と
な
る
側
」
の
自
治
体
に
お
け
る
地

域
活
性
化
な
ど
の
メ
リ
ッ
ト
が
頻
繁
に

報
道
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
だ
が
、
控
除
限
度
額
の
拡
大
と
確
定

申
告
不
要
の
特
例
に
よ
り
、「
減
収
と
な

る
側
」
の
金
額
も
大
き
く
拡
大
す
る
。

い
ず
れ
、
住
民
の
支
払
う
寄
附
金
が
多

く
税
収
が
大
き
く
減
る
「
減
収
と
な
る

側
」
の
自
治
体
の
財
政
問
題
も
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
ち
な
み
に
、
従
来
通
り
確
定
申
告
を

す
れ
ば
、
所
得
税
か
ら
の
控
除
も
受
け
、

住
ん
で
い
る
自
治
体
の
負
担
は
小
さ
く

な
る
。「
ふ
る
さ
と
」
を
応
援
し
つ
つ
も
、

今
住
ん
で
い
る
地
域
も
大
事
に
思
う
な

ら
、
確
定
申
告
を
す
る
従
来
型
の
ふ
る

さ
と
納
税
の
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
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